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;:説 i:ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
の
'
無
過
失
責
任
論

(三)

次

同一口

序
第
一
章
国
の
無
過
失
責
任
の
理
論
的
基
礎

第
一
節
ド
イ
ツ
に
お
け
る
問
題
の
展
開

第
二
節
オ
ッ
ト
l
・
マ
イ
ヤ
l
に
お
け
る
公
法
上
の
損
失
補
償
の
理
論

第
一
款
検
討
の
前
提

第
二
款
公
法
上
の
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失
補
償
の
制
度

第
三
款
「
特
別
の
犠
牲
」
概
念
の
二
面
性

第
四
款
公
法
上
の
危
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責
任
の
法
理

第
五
款
マ
イ
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l
的
補
償
理
論
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意
義
と
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界

第
三
節
ワ
イ
マ

l
ル
学
派
の
補
償
理
論

第

一

款

序

説

第
二
款
法
治
国
家
的
補
償
理
論

秋

義一

昭

IlJ 

第
三
款
国
家
的
利
得
の
返
還
理
論
(
以
上
第
二
五
巻
一
号
〉

第
四
節
犠
牲
補
償
請
求
権
の
思
想
と
そ
の
展
開

第

一

款

序

説

第
二
款
犠
牲
補
償
請
求
権
思
想
の
成
立

ω
警
察
国
家
時
代
の
補
償
理
論

ー
ー
l
ゆ
吋
印
何
百
]
〉
円
、
河
ー
ー
l
i

ω
期
ヨ
巴
ロ
E
F
m
の
適
用
範
囲

ω
ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
一
五
=
条
と

ma
出口

E
巳州

第
五
節
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例

第

一

款

序

説

第
二
款
公
益
事
業
と
国
の
無
過
失
責
任

第
三
款
公
権
力
の
行
使
と
国
の
無
過
失
責
任

第
四
款
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
立
場
ー
ー
そ
の
意
義
と
限
界
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説

第
二
五
巻
三
号
)

第
二
章
ポ
ン
基
本
法
下
に
お
け
る
判
例
理
論
の
確
立

第
一
節
「
収
用
類
似
の
侵
宮
己
概
念
の
形
成

第

一

款

序

説

第
二
款
判
例
理
論
の
展
開

第
二
節
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
の
内
容

第
一
款
要
件
(
以
上
木
口
万
)

第
三
章
わ
が
国
法
上
の
問
題
点
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論

第
二
章

ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
判
例
理
論
の
確
立

第
一
節

「
収
用
類
似
の
侵
虫
ロ
」
概
念
の
形
成

第
一
款

序
説

一
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
下
で
経
験
し
た
収
用
概
念
の
拡
張
は
、
ボ
ン
基
本
法
一
四
条
の
下
に
お
い
て
も
ひ
き
つ
が
れ
、
そ
の
一
層
の
徹

底
化
が
は
か
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
収
用
(
収
用
的
侵
害
〉
と
は
、
概
念
的
に
は
、
「
財
産
権
あ

る
い
は
そ
の
他
の
財
産
的
価
値
あ
る
権
利
に
対
す
る
法
律
上
許
さ
れ
た
、
そ
れ
故
に
適
法
な
、
公
権
的
強
制
的
侵
害
で
あ
っ
て
、
相
手
方

に
と
っ
て
他
の
者
と
比
較
し
て
不
平
等
に
行
な
わ
れ
、
特
別
な
、
他
の
者
に
は
要
求
さ
れ
な
い
公
共
に
対
す
る
犠
牲
を
強
要
す
る
」
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
意
図
さ
れ
た
侵
害
で
あ
る
か
ど
う
か
、
法
律
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
か
個
別
的
行
政
処
分
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
か

を
問
わ
ず
、
相
手
方
に
「
特
別
の
犠
牲
」
を
課
す
る
、
財
産
権
と
し
て
保
護
さ
れ
た
権
利
の
適
法
な
公
権
的
侵
害
は
基
本
法
一
四
条
に
い

う
「
収
用
」
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
の
み
、
収
用
は
損
失
補
償
の
支
払
い
を
含
め
た
効
果
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

一
般
的
な
注
意
義
務
の
拡
大
、
タ
第
三
者
に
対
す
る
職
務
義
務
。
の
要

件
の
拡
張
解
釈
、
さ
ら
に
は
、
基
本
法
三
四
条
と
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
と
の
解
釈
的
分
離
等
に
よ
っ
て
、
公
務
員
の
不
法
行
為
責
任
に

お
け
る
過
失
原
理
が
相
当
程
度
無
過
失
責
任
の
そ
れ
に
近
づ
い
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
を
前
提
と
し
た

他
方
、

ボ
ン
基
本
法
三
四
条
に
ひ
き
つ
が
れ
た
職
務
責
任
は
、



過
失
責
任
主
義
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。

従
っ
て
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
の
分
野
を
カ
バ
ー
す
る
実
定
法
上
の
基
礎
を
欠
〈
こ
と
は
、
制
度
の
建
前

の
上
で
は
、
特
別
の
立
法
を
別
と
す
れ
ば
、
ボ
ン
基
本
法
の
下
に
置
い
て
も
基
本
的
に
は
変
り
が
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
し
て
補
償
を
認
め
る
途
を
ひ
ら
い
た
の
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
で
あ
っ
た
。
ワ

イ
マ
l
ル
憲
法
下
に
お
い
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
こ
の
分
野
に
対
し
、
明
司
巴
己
〉
巳
耐
の
法
思
想
を
依
り
拠
と
し
て
犠
牲
思
想
に
基

づ
く
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
る
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
む
し
ろ
こ
の
問
題
を
基
本
法
一
四
条
の
下
で
把

(3) 

ぇ
、
収
用
理
論
に
よ
っ
て
損
失
補
償
を
肯
定
す
る
に
い
た
っ
た
。
な
か
で
も
、
財
産
権
と
し
て
保
護
さ
れ
た
法
的
地
位
に
対
す
る
違
法
な

侵
害
を
、
損
失
補
償
の
観
点
か
ら
は
適
法
な
収
用
的
侵
害
と
等
し
い
と
み
な
し
た
一
九
五
二
年
六
月
一

oaの
連
邦
最
高
裁
決
定
、
〉
犠
牲

補
償
請
求
権
に
闘
し
、
法
律
に
基
づ
く
侵
害
に
お
い
て
も
犠
牲
が
要
求
さ
れ
る
限
り
補
償
を
認
め
、
ま
た
身
体
傷
害
に
つ
い
て
も
そ
れ
を

肯
定
し
て
従
来
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
を
放
棄
し
た
同
一
九
五
コ
一
年
二
月
一
九
日
の
判
決
、
過
失
あ
る
違
法
な
財
産
権
の
侵
害
に
対
し

(
B
)
 

て
も
収
用
の
原
則
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
た
同
一
九
五
四
年
四
月
一
二
日
の
決
定
等
は
、
い
ず
れ
も
、
違
法
・

無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
国
の
損
失
補
償
義
務
の
問
題
を
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
と
は
異
な
る
観
点
の
下
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
段
階
的
時
期

ドイツにおける国の無過失責任論

を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
違
法
な
公
権
的
侵
害
を
も
、
基
本
法
一
四
条
に
い
う
「
収
用
」
に
準
じ
た
も
の

l
収
用
類
似
の
侵
害

(
2
5
m
E話回
l

m明
日

Z
n
Y
2
E
Z
丘町〉

l
と
し
て
扱
う
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、
損
失
補
償
体
系
に
と
っ
て
は
大
き
な
貢
献
を
し
た
も
の
と
い
え
る
。

北法26(2・109)203

今
日
、

い
か
な
る
財
産
的
侵
害
も
、
適
法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か
を
間
わ
ず
、
基
本
法
一
四
条
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
財
産
権
の
社

会
的
義
務
の
具
体
化
と
は
み
な
さ
れ
な
い
公
権
力
に
よ
る
全
て
の
財
産
的
侵
害
は
、

い
わ
ば
広
義
の
「
収
用
」
で
あ
り
、
従
っ
て
基
本
法

一
四
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
損
失
補
償
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
の
限
り
で
国
家
補
償
の
体
系
は
、
大
別
し
て
、

ω公
用
収
用
に



説

基
づ
く
損
失
補
償
、

ω違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
補
償
、

ω職
務
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
、
に
分
類
せ
ら
れ
、

ωの
部
分
を
埋

「
収
用
類
似
の
侵
害
」
概
念
を
判
例
上
う
ち
た
て
た
連
邦
最
高
裁
判
所
の
功
績
は
少
な

四

そ
し
て
、

北法26C2・110)204

::=A 
日間

め
る
た
め
の
一
般
的
な
損
失
補
償
法
理
と
し
て
、

(
9
)
 

く
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
か
る
法
状
態
の
下
に
あ
っ
て
は
、
損
失
補
償
に
と
っ
て
主
と
し
て
論
ず
べ
き
問
題
は
、
一
は
財
産
権
の
概
念
、
す
な

い
か
な
る
法
的
地
位
が
基
本
法
一
四
条
の
意
味
に
お
け
る
財
産
権
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
財
産
権
と
し
て
保

護
さ
れ
る
法
的
地
位
の
限
界
如
何
の
問
題
で
あ
り
、
二
は
、
収
用
と
財
産
権
の
社
会
的
拘
束
の
区
別
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
義
務
の
見
地

か
ら
許
容
さ
れ
る
補
償
を
要
し
な
い
財
産
権
の
拘
束
(
基
本
法
一
四
条
二
項
〉
と
損
失
補
償
請
求
権
を
生
じ
さ
せ
る
収
用
要
件
の
境
界
線

を
ど
こ
に
ひ
く
か
の
問
題
に
し
ぼ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
反
而
、
前
述
の
最
高
裁
判
所
の
判
例
の
展
開
は
、
国
家
補
償
法
体
系
の
上
に
あ
ら
た
な
問
題
を
投
げ
か
け
る
に
い
た
っ
た
。

わ
ち
、第

一
は
、
犠
牲
補
償
請
求
権
の
客
観
的
な
領
域
の
問
題
で
あ
あ
。
従
来
の
伝
統
的
な
補
償
制
度
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

に
由
来
す
る
犠
牲
補
償
請
求
権
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
そ
の
適
用
範
聞
が
拡
張
せ
ら
れ
、
公
権
力
に
よ
る
違
法
無
過
失
の

侵
害
に
対
す
る
救
済
の
思
想
的
・
限
論
的
基
礎
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
先
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
の
展

間

斗

ω
何
百
戸

kpFHN

聞
は
、
犠
牲
補
償
請
求
権
の
主
た
る
適
用
の
場
を
も
、
収
用
の
法
思
想
の
中
に
吸
収
・
同
化
し
て
し
ま
っ
た
o

確
か
に
、
犠
牲
の
法
思
想

は
、
そ
の
内
容
上
一
・
本
質
上
一
、
収
用
の
法
思
想
と
重
複
し
あ
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
両
者
は
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
し
か
し
、
学
説
の
多
く
は
、
犠
牲
の
法
思
想
に
、
今
日
も
な
お
、
国
家
に
対
す
る
損
失
補
償
請
求
権
の
規
範
的
な
基
礎
を
与
え
、

連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、

回
己
〉
戸
河
を
慣
習
法
上
全
連
邦
領
域
で
な
お
も
通
用
し
う
る
も
の
と
し
た
上
で
、

そ
れ
に
、
法
適
用
上
の
直
接
的
・
実
際
的
意
義
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
し
、

前
述
の
よ
う
に
、

抑

斗

印

一
八
三
二
年
の
内
閣
命
令
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
縮

小
化
を
解
除
し
、
非
財
産
的
な
権
利
、
特
に
身
体
的
な
完
全
と
自
由
に
対
す
る
侵
害
に
犠
牲
補
償
請
求
権
を
肯
定
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ



こ
で
、
基
本
法
の
体
系
の
下
で
も
な
お
、
こ
の
犠
牲
補
償
請
求
権
が
い
か
な
る
存
在
意
義
と
客
観
的
な
適
用
範
囲
を
有
す
る
の
か
を
、
犠

牲
要
件
と
収
用
要
件
の
関
連
の
中
で
理
論
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

第
二
は
、
収
用
な
い
し
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
と
職
務
責
任
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
殊
に
、
一
九
五
二
年
一

O
月

一
六
日
の
連
邦
最
高
裁
判
決
が
、
違
法
・
無
過
失
の
公
権
的
侵
害
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
違
法
・
有
責
の
公
権
的
侵
害
の
場
合
に
も
収
用

類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
、
同
一
九
五
四
年
四
月
一
二
日
判
決
が
、
そ
の
立
場
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
か
か
る

場
合
に
お
い
て
、
基
本
，
法
三
四
条
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
と
の
競
合
的
成
立
を
認
め
る
に
い
た
っ
て
、
こ
の
問
題
は
に
わ
か
に
活
発
に

論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
違
法
な
侵
害
を
も
、

「
収
用
類
似
の
侵
害
」
の
概
念
に
よ
っ
て
包
括
し
、
損
失
補
償
を
肯
定
す
る
裁
判
所

の
立
場
は
、
学
説
上
か
な
り
の
賛
成
を
得
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
判
例
が
そ
れ
を
一
歩
踏
み
こ
え
、
過
失
あ
る
侵
害
に
も
損

失
補
償
を
一
認
め
る
に
及
ん
で
は
、
さ
す
が
に
、
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
の
伝
統
的
な
国
家
補
償
体
系
を
根
底
か
ら
つ
き
く
ず
し
、
実
定
法

(3) 

の
基
盤
か
ら
大
き
く
離
反
す
る
と
す
る
批
判
の
戸
も
少
な
く
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
傾
向
と
学
説
上
の
批
判
的
見
解
を
、

基
本
法
の
国
家
補
償
体
系
の
中
で
い
か
に
一
評
価
す
べ
き
か
の
問
題
を
、

つ
ぎ
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ドイツにおける国の無過失責任論

五

以
上
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
理
論
の
展
開
を
踏
ま
え
、
第
二
章
で
は
、
そ
こ
で
生
起
す
る
に
い
た
っ
た
問
題
点
を
お

さ
え
つ
つ
、

「
収
用
類
似
の
侵
害
」
の
概
念
と
法
的
性
格
、
犠
牲
要
件
と
の
関
連
、
収
用
な
い
し
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償

と
職
務
責
任
と
の
関
係
、
そ
し
て
更
に
、
基
本
法
下
に
お
け
る
国
家
補
償
体
系
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)
阿ハ志ロ
o
p
∞角川向ユ
{{OZ
口L
の
E
Z
L
古川
C三
σ
ョ。
ι
2
H
N
o
n
z
m
甘円。。
r
c
=
m
L
g
即
日
丘
2
m
m
円-口
r
t
r
c『
2
N
C円巴四角川口丹
E
己
防
空
自
己
-
0

・U
〈∞-一回目白

ω
一印〕
y
-

切の国
N

∞・ミ
o
u
吏
U
E
N

お
い
目
印
¥ω
一回
U

貝
U
出
N

5

・M
g
u
切の同
N

M
吋・
5

・

(
2
〉
西
埜
章
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
権
力
の
無
過
失
違
法
侵
害
行
為
に
対
す
る
損
失
補
償
の
展
開
」
(
東
邦
大
学
教
養
紀
要
第
五
号
五
五
頁
以
下
〉
は
、

無
過
失
・
違
法
の
公
権
的
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
法
理
の
拡
張
に
対
し
、
基
本
法
コ
一
四
条
の
解
釈
論
と
し
て
民
法
八
三
九
条
と
の
結
合
を
否
定
す
る
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L
E悶

L
2
巴
同
色
丹
ロ
ヨ
ω
-

M
W
A
U
E
N
m
-叫
べ

O

引
回
の
Z

N
回、∞
ω
¥∞即日
H
W
O
E
N

コ-
M
品∞
¥
M
芯

∞
の
国
N
〕

J
N
U
m

∞
の
出
N

一ω‘∞∞

第
二
款

判
例
理
論
の
展
開

)
 
1
 
(
 
最
初
の
概
念
定
立
l
ω
C
Z
N
?
目。
l

連
邦
最
高
裁
判
所
が
は
じ
め
て
「
収
用
類
似
の
侵
害
」

(
2
5釘
ロ
ロ
ロ
ぬ
凹
丘
町
付

7
2
開

E
m町
民
)
の
概
念
を
用
い
て
、
伝
統
的
な
国

家
補
償
の
体
系
で
は
包
括
し
え
な
い
違
法
・
無
過
失
の
公
権
的
侵
害
に
対
し
て
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
た
の
は
、

O
H
の
決
定
で
あ
る
。

一
九
五
二
年
六
月

本
一
決
定
の
事
実
関
係
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ドイツにおける国の無過失責任論 (3) 

原
告
の
所
有
に
属
す
る
住
宅
に
、
違
法
に
賃
借
入
が
割
り
あ
て
ら
れ
た
が
、
住
宅
は
行
政
裁
判
所
に
よ
る
一
割
り
あ
て
処
分
の
取
消

ま
で
空
き
屋
の
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
、
そ
の
聞
に
蒙
っ
た
家
賃
の
欠
損
分
の
補
填
を
求
め
た
。

a 

原
告
に
属
す
る
住
宅
に
賃
借
入
が
割
り
あ
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
賃
借
入
に
支
払
能
力
が
な
か
っ
た
の
で
、
蒙
っ
た
賃
料
不
足
分
の

補
償
を
求
め
た
。

b じ

原
告
に
よ
っ
て
賃
借
さ
れ
て
い
た
が
ま
だ
引
越
を
し
て
い
な
か
っ
た
住
宅
に
、
他
の
賃
借
入
が
違
法
に
割
り
あ
て
ら
れ
た
。
そ
の

北法26(2・113)207

た
め
に
原
告
は
家
族
と
わ
か
れ
て
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
世
帯
を
分
離
し
た
が
た
め
に
蒙
っ
た
失
費
の
補
償
を
請
求
し
た
。

以
上
三
つ
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
次
の
原
則
を
述
べ
た
。

「
:
:
:
個
人
の
権
利
領
域
に
対
す
る
国
家
権
力
の
違
法
な
侵
害
行
為
は
、
も
し
も
そ
の
侵
害
行
為
が
法
律
上
許
さ
れ
る
場
合
に
は
、



説

そ
の
内
容
上
及
び
効
果
上
収
用
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
場
合
、
お
よ
び
、
そ
れ
が
実
際
上
の
効
果
に
お
い
て
、
相
手
方
に
特
別
の
犠

牲
を
課
し
た
場
合
に
は
、
収
用
と
同
様
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
一
五
三
条
、
基
本
法
一
四
条
に
お
い
て
、

収
用
の
要
件
を
国
家
の
適
法
な
侵
害
に
限
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
意
義
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
侵
害
が
許
さ
れ
る
前
提
の
制
限
で

あ
っ
て
、
決
し
て
損
失
補
償
請
求
権
の
承
認
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
。
損
失
補
償
請
求
権
を
承
認
す
る
決
定
的
な
基
本
思
想
は
、

効
果
に
お
い
て
、
相
手
方
に
と
っ
て
収
用
と
等
置
さ
れ
る
よ
う
な
違
法
な
国
家
的
侵
害
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
適
法
な
、
そ
れ

故
に
法
律
上
許
さ
れ
た
収
用
と
同
じ
程
度
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
限
り
で
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
、
明
司
巴
己
〉
FHN
を
違
法
な
侵
害
の
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さ必‘
員同

場
合
に
準
用
す
る
必
要
性
を
説
き
、
同
じ
く
、
収
用
的
性
格
を
有
す
る
違
法
な
侵
害
の
場
合
に
、

法
一
四
条
を
準
用
す
る
必
要
性
を
も
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
な
る
:
・

:
-
m
o
N
E
Cい
詰
(
民
ω
)
の
説
得
力
あ
る
説
明
を
引
用
す
る
こ
と

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
一
五
三
条
、
基
本

が
で
き
る
:
:
:
」

戦
後
の
国
家
補
償
理
論
に
と
っ
て
決
定
的
な
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
決
定
の
背
後
に
は
次
の
よ
う
な
考
慮

が
働
い
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
有
過
失
・
違
法
な
行
為
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
根
拠
づ
け
、
従
っ
て
そ
こ
で
は
収
用
な
い
し

一
方
、
適
法
な
侵
害
の
み
が
収
用
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
無
過
失
・
違
法
な
行

収
用
類
似
の
侵
害
は
本
来
問
題
に
な
ら
な
い
。

為
は
収
用
で
は
な
い
。
違
法
な
行
為
は
、
行
政
裁
判
手
続
で
取
消
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
、
蒙

っ
た
損
害
ま
で
が
常
に
除
去
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
無
過
失
・
違
法
の
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
、
損
失
補
償

を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
平
等
原
則
お
よ
び
基
本
法
一
四
条
三
項
の
基
本
思
想
l
そ
れ
ら
は
共
に
特
別
な
損
害
の
調
整
を
保
障
す
る
も
の
で

あ
る

l
に
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
何
ら
か
の
法
類
推
の
助
け
を
借
り
て
、
国
の
損
失
補
償
義
務
が
肯
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

、。
そ
し
て
、
本
決
定
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
は
、
「
適
法
な
場
合
に
は
、
収
用
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
よ
う
な
、



「
そ
の
効
果
に
お
い
て
、
相
手
方
に
と
っ
て
収
用
と
等
置
さ
れ
る
」
よ
う
な
違
法
な
侵
害
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
要
件
が
満
足

さ
れ
る
限
り
、
収
用
的
侵
害
の
場
合
に
準
じ
て
損
失
補
償
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、

「
収
用
類
似
の
侵
害
」
が
、
侵
害
の
「
違
法
性
」

(MN2E由
主
門
玄
関
「
巾
伊
丹
)
の
点
を
除
い

て
、
公
用
収
用
に
お
い
て
要
求
せ
ら
れ
る
そ
の
他
の
要
件

l
財
産
的
価
値
あ
る
権
利
の
直
接
的
な
侵
害
、
特
別
の
犠
牲
の
賦
謀
、
意
図
さ

れ
た
侵
害
ー
を
全
て
充
足
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
収
用
と
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
は
、
形
式
的
に

」
の
決
定
の
論
理
は
、

い
い
か
え
れ
ば
、

侵
害
の
「
違
法
性
」
の
み
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
そ
の
他
の
収
用
上
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所

は
、
収
用
と
の
類
似
性
を
認
め
、
基
本
法
一
四
条
三
項
を
準
用
す
べ
き
こ
と
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

(ev 

三
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
す
で
に
一
九
三
三
年
四
月
一
一
日
の
判
決
で
、
違
法
・
無
過
失
の
侵
害
に
対
し
て
、
高
司
巴
己
〉

Fm
を
準

用
な
い
し
そ
の
法
思
想
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
本
決
定
は
、
こ
の
問
題
を
犠
牲

ドイツにおける国の無過失責任論 (3)

補
償
請
求
権
の
下
で
扱
う
こ
と
を
せ
ず
、
む
し
ろ
基
本
法
一
四
条
の
公
用
収
用
理
論
に
よ
っ
て
構
成
し
よ
う
と
し
た
点
で
、
ラ
イ
ヒ
裁
判

所
の
判
決
と
は
越
を
異
に
す
る
ο

し
か
し
、
基
本
法
一
四
条
の
損
失
補
償
の
法
理
を
鉱
張
し
、
適
法
な
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
を
「
収

用
類
似
の
侵
出
品
同
」
概
念
の
形
成
に
よ
っ
て
違
法
な
侵
害
に
も
転
用
し
よ
う
と
試
み
た
こ
の
決
定
は
、
国
家
補
償
体
系
上
の
「
間
隙
」
と
さ

れ
て
き
た
国
の
無
過
失
責
任
の
領
域
に
憲
法
上
の
手
掛
り
を
提
供
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
功
績
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

学
説
上
も
、
本
決
定
の
論
理
に
同
調
す
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
o

(2) 

有
責
・
違
法
の
侵
害
へ
の
拡
張

lω
の
出
N

4
・活

A
T
E
u
g
-

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
後
間
も
な
く
、

北法26(2・115)209

一
九
五
二
年
六
月
一

O
日
の
決
定
で
確
立
さ
れ
た
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失

補
償
を
、
有
過
失
・
違
法
の
侵
害
に
拡
張
す
る
に
い
た
っ
た
。

住
宅
が
割
り
あ
て
ら
れ
た
原
告
が
引
越
を
す
る
以
前
に
、
被
告
(
町
長
)
が
別
の
第
三
者
に
そ
の
住
宅
を
割
り
あ
て
、
そ
の
職
務
義
務



説

に
違
反
す
る
違
法
な
住
宅
の
割
り
あ
て
に
よ
っ
て
、
原
告
が
世
帯
を
別
に
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
補
償
を
求
め
て
出
訴
し
た
事

案
に
つ
い
て
、
一
九
五
二
年
一

O
月
一
六
日
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
丸
川
町
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
:
:
:
公
共
団
体
の
公
務
員
の
有
責
・
違
法
の
行
為
に
対
し
て
は
、
相
手
方
に
対
し
げ
職
務
義
務
違
反
の
観
点
か
ら
、
常
に
完
全
な

損
害
賠
償
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
賃
借
権
に
対
す
る
有
責
・
違
法
の
侵
害
が
あ
る
場
合
に
は
、
相
手
方
は
そ
れ
に
対
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E命

し
て
賠
償
の
支
払
い
を
求
め
う
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
疑
い
は
、
侵
害
が
確
か
に
違
法
で
は
あ
っ
た
が
、
過
失
が
な
か
っ
た
時
に

の
み
生
じ
う
る
。
そ
れ
は
、
民
事
大
法
廷
の
決
定
に
よ
っ
て
、
違
法
で
あ
る
が
無
過
失
の
公
権
力
に
よ
る
侵
害
が
相
手
方
の
利
益
に
な

る
よ
う
決
定
さ
れ
、
大
法
廷
の
決
定
の
意
義
も
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
、
無
過
失
の
そ
の
よ
う
な
侵
害
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙

っ
た
者
が
、
収
用
の
原
則
に
従
っ
て
損
失
補
償
請
求
権
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
侵
害
が
違
法
で
あ
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
有
過
失
で

あ
っ
た
時
に
は
、
そ
の
こ
と
は
ま
す
ま
す

(
2
2
5
E
)
妥
当
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
・
・
・
山

連
邦
最
高
裁
判
所
が
こ
こ
で
採
用
し
た
論
理
は
、
少
く
と
も
、
無
過
失
・
違
法
の
侵
害
が
す
で
に
基
本
法
一
四
条
三
項
に
よ
っ
て
補
償

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
同
種
の
過
失
あ
る
侵
害
に
対
し
て
は
、

「
ま
す
ま
す
」
合
同
由
昨
日
口
宮
)
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
り
、

そ
の
前
提
の
上
に
立
っ
て
、
収
用
類
似
の
侵
害
の

(

H

Z開
門
田
門

l
H
N巾
円

Z

l
〉
乞
丘
宮
口
m
j
と
巾
「
回
同

l
円
巾
ロ

Z
l
-。
何
日
目
内
=
)

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
無
過
失
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
有
過
失
・
違
法
の
侵
害
に
ま
で
拡
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

二
こ
の
判
決
は
、
損
失
補
償
の
範
聞
を
拡
大
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
後
の
最
高
裁
判
決
を
リ
ー
ド
し
、
学
界
に
も
判
決
の
趣
旨
に
賛

成
す
る
も
の
が
少
く
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
公
務
員
の
過
失
に
依
拠
し
た
職
務
責
任
(
基
本
法
三
四
条
、
ド
イ
ツ
民
法
八

三
九
条
)
と
の
接
近
現
象
が
に
わ
か
に
意
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
つ
ま
り
、
表
面
的
に
は
、
相
互
に
か
な
り
の
距
離
を
置
い
て
い
る
と

思
わ
れ
て
い
た
基
本
法
一
四
条
と
三
四
条
と
は
、
こ
の
段
階
に
な
っ
て
重
複
し
あ
い
、
そ
の
結
果
、

こ
や
こ
か
り
こ
、

宇
J

ナ
J
ふ
h
E
L
M
-

一
方
が
他
方
を
と
り
こ

ん
で
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
程
に
一
方
の
引
力
が
強
力
な
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、

一
方
が
他
方
を
押
し
の
け
て
し
ま
う
状
態
に
あ
る



の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
両
者
が
全
く
並
存
し
た
状
態
に
あ
る
の
か
ど
う
か
、

と
い
っ
た
問
題
、
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ひ
き
続
い
て
、
一
九
五
二
年
一

O
月
一
六
日
の
最
高
裁
判
決
の
立
場
を
確
認
し
、
そ
こ
で
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
さ
れ
て
い
た
収
用
類

似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
と
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
に
基
づ
く
職
務
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
な
理
由
づ
け
に
よ
り
態
度

を
明
確
に
し
た
の
は
、
一
九
五
四
年
四
月
一
一
一
日
の
連
邦
最
高
裁
判
所
決
定
で
あ
る
。

戦
争
に
よ
っ
て
、
原
告
の
所
有
す
る
倉
庫
の
屋
根
と
天
井
と
が
火
災
に
あ
い
、
そ
の
建
物
は
、
被
告
公
共
団
体
の
命
令
に
基
づ
い
て
基

一一一
礎
壁
を
含
め
て
取
り
壊
さ
れ
た
。
し
か
し
、

ま
だ
使
用
に
た
え
得
る
建
材
も
取
り
除
か
れ
、
そ
れ
が
ラ
ン
ト
の
た
め
に
使
わ
れ
た
。
原
告

ドイツにおける国の無過失責任論 (3) 

は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
つ
き
、
再
建
可
能
な
建
物
の
破
壊
が
法
律
の
根
拠
な
く
し
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
理
由
で
被
告
に
対
し
損

害
賠
償
を
請
求
し
た
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
職
務
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
他
に
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補

償
請
求
権
の
成
立
す
る
余
地
を
認
め
て
、
決
定
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
収
用
類
似
の
侵
害
が
同
時
に
有
責
の
職
務
義
務
違
反
で
あ
る
場
合
に
は
、
収
用
法
に
従
っ
て
判
断
す
べ
き
損
失
補
償
請
求
権
の
請

求
権
基
礎
は
、
職
務
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
法
規
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

損
失
補
償
請
求
権
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
対
し
て
、
そ
の
順
位
に
お
い
て
特
別
的
地
位

(ω
宮

NEP伯
仲
)
に
も
従
属
的
地
位

(ω
忌
1

団
丘
町
白
ユ
ぶ
る
に
も
立
つ
も
の
で
は
な
い
。

a
職
務
責
任
の
規
定
と
結
び
つ
い
た
民
法
八
三
九
条
は
、
損
失
補
償
請
求
権
の
基
礎
に
な
っ

て
い
る
規
定
に
対
し
て
特
別
法
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
全
く
異
な
っ
た
法
領
域
に
属
し
、
有
責
の
職
務
義

務
違
反
の
事
実
は
、
同
時
に
必
ず
し
も
収
用
類
似
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

:
:
:
b
し
か
し
法
律
の
従
属
性
ま
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た
は
請
求
権
の
従
属
性
は
排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
つ
の
具
体
的
な
生
活
現
象
が
複
数
の
法
規
範
の
抽
象
的
な
構
成
要
件
の

メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
満
足
し
、
そ
し
て
そ
の
際
、

一
つ
の
法
規
範
が
請
求
権
の
基
礎
を
直
接
構
成
す
る
か
類
推
に
基
づ
い
て
構
成
す
る
か

が
問
題
で
は
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
統
一
的
な
要
件
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
全
て
の
法
的
な
効
果
は
同
列
に
並
存
し
て
い
る
と



説

い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
数
の
同
一
の
目
的
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
が
生
ず
る
場
合

に
は
、
そ
れ
は
請
求
権
の
競
合
〈
〉

E℃
H
E
r
-
Sロ
F
5
5
E
)
と
い
わ
れ
る
:
:
:
」

論

四

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
右
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
ず
、
職
務
義
務
違
反
の
要
件
は
必
ず
し
も
常
に
全
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て
の
場
合
に
収
用
類
似
の
侵
害
の
要
件
を
包
摂
す
る
も
の
で
は
な
く
、
後
者
も
必
ず
し
も
常
に
前
者
を
包
摂
す
る
も
の
で
は
な
い

l
そ
れ

故
に
決
し
て
一
方
が
他
方
に
よ
っ
て
吸
収
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い

(ω
官
民
白

E
e
の
問
題
)
こ
と
、

そ
し
て
更
に
、
両
請
求
権
が

重
複
し
あ
う
限
り
、

一
方
あ
る
い
は
他
方
の
請
求
権
が
背
後
に
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
明
示
的
・
黙
示
的
な
法
律
上
の
要
請
は

な
い

(
ω
c
g注
目
白
ユ
同
伊
丹
の
問
題
)
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
両
請
求
権
の
並
存
と
そ
れ
ら
の
同
列
性
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
o

し

か

る

後

に
、
当
然
生
ず
る
で
あ
ろ
う
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
一
項
二
段
と
の
関
連
に
関
し
て
、
最
高
裁
は
、
両
請
求
権
が
そ
れ
ぞ
れ
呉
な
っ
た
法

領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
職
務
義
務
違
反
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
る
公
法
上
の
団
体
は
、
被
害
者
に

対
し
て
、
民
法
八
三
九
条
一
項
二
段
に
よ
る
「
他
の
方
法
に
よ
る
賠
償
請
求
の
可
能
性
」
と
し
て
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補

償
請
求
権
を
援
胤
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
宣
言
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
違
法
な
行
為
に
お
い
て
は
損
害
補
填
の
根
拠
と
し
て
験
務

責
任
の
み
が
間
起
に
な
り
う
る
と
い
う
理
解
は
完
全
に
退
け
ら
れ
、
収
用
類
似
の
侵
害
は
独
立
し
た
請
求
権
の
基
礎
と
し
て
、
民
法
八
三
一

九
条
に
基
づ
く
責
任
と
対
置
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

五

本
決
定
が
先
の
∞
O
同
N
?
h
N
S
の
立
場
を
確
認
し
、
収
用
類
似
の
侵
害
を
違
法
・
有
過
失
の
侵
害
に
も
拡
張
す
る
一
つ
の
論
理

「
個
人
の
権
利
領
域
に
対
す
る
公
権
力
の

「
相
手
方
の
犠
牲
状
態
の
同
一
性
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

的
基
盤
を
為
し
て
い
た
の
は
、

適
法
な
侵
害
と
違
法
な
侵
害
と
を
損
失
補
償
法
上
同
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
基
本
思
想
を
支
え
て
い
る
の
は
、
両
侵
害
が
相
手
方
に

対
し
て
全
く
同
様
に
特
別
の
犠
牲
を
課
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
る
に
つ
き
決
定
的
と
な
る
基
本
思
想
|

特
別
の
犠
牲
の
賦
謀
i
が、

「
効
果
の
点
で
、
相
手
方
に
と
っ
て
収
用
と
同
等
で
あ
る
違
法
な
国
家
的
侵
害
に
お
い
て
、
少
く
と
も
適
法



な
侵
害
の
場
合
と
同
程
度
に
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
」
、
そ
の
場
合
に
は
、
特
別
の
犠
牲
説
を
違
、
法
な
侵
害
に
転
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
し
必
要
で
も
あ
る
、
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
本
決
定
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
侵
害
の
違
法
性
に
、
行
為
す
る
公
務
員
の
過
失

が
加
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
相
手
方
の
こ
の
犠
牲
状
態
に
は
何
の
変
わ
り
も
な
い
官
従
っ
て
本
件
に
お
い
て
も
、
最
高
裁
は
、
こ
の
論

理
に
立
脚
し
て
、
建
物
の
違
法
あ
る
い
は
適
法
な
取
り
壊
し
は
、
相
手
方
に
「
全
く
同
様
に
」
犠
牲
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

際
、
適
法
な
取
り
壊
し
が
特
別
の
犠
牲
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
違
法
・
適
法
な
取
り
壊
し
の
相
手
方
の
利
益
状
態
は
同
一
な
の
で
あ
る

か
ら
、
違
法
な
取
り
壊
し
も
や
は
り
特
別
の
犠
牲
で
あ
る
、
と
い
う
帰
結
に
到
達
し
て
い
る
。

本
決
定
が
先
の
結
論
に
達
し
た
い
ま
一
つ
の
論
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
、

一
九
世
紀
に
お
い
て
す
で
に
み
ら
れ
る
公
権
力
に
対
す

る
市
民
の
服
従
義
務
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
決
定
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(3) 

「

e
i
-
-
-
決
定
的
な
こ
と
は
、
公
権
的
な
行
為
に
対
す
る
権
限
を
全
体
の
利
益
か
ら
ひ
き
出
す
国
家
は
、
個
人
に
対
し
て
公
権
力
の
有

責
違
法
な
侵
害
に
あ
っ
て
も
、
私
法
的
な
平
等
の
立
場
で
は
な
く
公
権
的
な
強
制
権
を
持
っ
て
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

市
民
の
側
に
私
権
の
防
禦
の
可
能
性
な
し
に
、
こ
の
公
権
的
行
為
を
違
法
な
場
合
に
も
受
忍
せ
ざ
る
を
得
な
い
市
民
か
ら
、
国
家
の
機

ドイツにおける国の無過失責任論

関
に
過
失
が
あ
る
と
い
う
理
由
の
み
で
、
収
用
あ
る
い
は
犠
牲
の
法
思
想
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
を
排
除
す
る
こ
と
は
不
合
理
で

あ
ろ
う
。
違
法
性
あ
る
い
は
過
失
が
犠
牲
あ
る
い
は
収
用
の
要
件
に
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
、
不
法
行
為
上
の
損
害
賠

い
か
な
る
不
法
行
為
の
要
素
も
な
い
収
用
あ
る
い
は
犠
牲
法
上
の
損
失
補
償

償
請
求
権
に
と
っ
て
の
み
本
質
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、

請
求
権
の
発
生
を
排
斥
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し

こ
の
損
失
補
償
請
求
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
法
思
想
は
、
被
害
者
に
対
し

て
有
責
・
違
法
の
公
権
的
行
為
に
よ
っ
て
特
別
の
犠
牲
が
強
要
せ
ら
れ
た
場
合
に
も
同
様
に
適
合
す
る
か
ら
で
あ
ふ
ぷ
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犠
牲
状
態
と
並
ん
で
、
最
高
裁
は
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
行
政
行
為
を
受
忍
す
べ
き
市
民
の
服
従
義
務
を
基
礎
に
し
て
、
こ
の
服

従
義
務
に
基
づ
く
加
害
的
結
果
に
対
す
る
国
の
賠
償
責
任
を
導
く
糸
口
と
し
た
の
で
あ
る
。



説

ム

ノ、

両
請
求
権
の
競
合
的
成
立
を
認
め
た
本
決
定
の
背
後
に
は
、

以
上
の
よ
う
な
論
理
的
基
盤
と
並
ん
で
、
次
の
よ
う
な
実
際
上
の
考
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慮
が
働
い
て
い
た
こ
と
も
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ミ会'b.
函岡

有
責
・
違
法
の
公
権
力
に
よ
る
侵
害
に
基
づ
く
被
害
者
は
、
得
ベ
か
り
し
利
益
を
含
め
た
完
全
な
賠
償
に
向
け
ら
れ
た
職
務
責
任
訴
訟

を
起
こ
す
の
が
通
常
で
あ
っ
て
、
蒙
っ
た
損
失
の
調
整
の
み
に
向
け
ら
れ
た
損
失
補
償
請
求
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
も
し
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
請
求
権
が
職
務
責
任
に
基
づ
く
請
求
権
の
成
立
す
る
場
合
に
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ

ば
、
被
害
者
は
そ
の
た
め
に
訴
訟
上
不
利
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
職
務
責
任
訴
訟
に
お
け
る
公
務
員
の
過
失
の

立
証
は
し
ば
し
ば
困
難
で
あ
る
。
過
失
の
存
在
、
か
疑
わ
し
い
場
合
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
損
失
補
償
請
求
権
の

主
張
の
方
が
被
害
者
に
と
っ
て
は
有
利
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
損
失
補
償
請
求
権
の
主
張
に
お
い
て
は
公
務
員
の
過
失
を

要
せ
ず
、
損
失
補
償
請
求
権
は
、
職
務
責
任
請
求
権
が
三
年
間
の
短
期
消
滅
時
効
に
か
か
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
一
九
五
条
の
法

思
想
に
よ
り
三

O
年
の
消
滅
時
効
に
か
か
り
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
一
項
二
段
の
規
定
は
損
失
補
償
請
求
権
に
準
用
さ
れ
な
い

「
他
の
方
法
に
よ
る
賠
償
請
求
」
の
可
能
性
の
生
ず
る
余
地
は
な
い
。
従
っ
て
、
被
害
者
が
相
当
の
補
償
に
満
足
す
る
限
り
、
過

ヵ、
ら

失
あ
る
公
務
員
の
行
為
が
、
同
時
に
収
用
類
似
の
侵
害
を
も
満
た
す
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
方
が
、
結
果
的
に
被
害
者
の
訴
訟
負
担
を
軽

減
す
る
意
味
に
お
い
て
被
害
者
に
有
利
に
働
ら
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

収
用
要
件
か
ら
の
訣
別
!
∞
の
民
N
S
e
N
C
∞l

し
か
る
に
、

一
九
六

O
年
四
月
二
五
日
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
以
前
の
判
例
の
趣
旨
を
一
歩
進
め
て
注
目
す
べ
き
判
例

変
更
を
行
な
っ
た
。

事
実
関
係
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
移
動
営
業
の
免
許
を
有
す
る
原
告
が
、
被
告
市
で
販
売
会
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
市
の
警
察
署

は
こ
の
販
売
会
が
一
九
三
五
年
の
ラ
イ
ヒ
経
済
相
命
令
一
条
に
定
め
る
「
特
別
の
催
し
」
に
該
当
す
る
と
い
う
理
由
で
そ
れ
を
禁
止
し



た
。
こ
の
禁
止
処
分
は
上
級
行
政
裁
判
所
で
違
法
と
認
定
さ
れ
た
の
で
、
原
告
は
被
告
市
に
対
し
、
販
売
会
の
中
止
に
よ
っ
て
蒙
っ
た
損

害
の
補
償
を
求
め
て
出
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

」
れ
に
対
し
前
記
最
高
裁
判
所
は
、
先
の

切
の
Z

N

デ
N
き
で
樹
立
さ
れ
、
そ
の
後
の
判
決
で
確
認
せ
ら
れ
と
原
則
を
放
棄
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
た
。

(3) 

「
:
;
:
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
権
利
領
域
の
違
法
な
侵
害
は
、
そ
れ
が
法
律
上
許
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
内

容
上
、
効
果
上
収
用
と
な
る
で
あ
ろ
う
時
に
は
(
そ
し
て
そ
れ
が
実
際
上
の
効
果
に
お
い
て
相
手
方
に
特
別
の
犠
牲
を
課
す
る
時
に

は
〉
、
収
用
の
よ
う
に
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
侵
害
が
ー
そ
の
適
法
性
・
違
法
性
は
別
と
し
て
l
概
念
的
に
、

そ
の
性
質
上
、
種
類
・
効
果
に
関
し
て
、
収
用
的
行
為
の
要
件
を
満
足
し
う
る
と
い
う
こ
と
以
外
の
こ
と
も
以
上
の
こ
と
も
述
べ
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

「
:
:
:
し
か
し
、
単
に
違
法
性
と
適
法
性
を
取
り
は
ず
し
、
違
法
な
行
為
が
適
法
に
行
な
わ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
も
収
用
的

な
、
相
手
方
に
特
別
の
犠
牲
を
課
す
る
処
分
と
な
っ
た
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
と
い
う
や
り
方
で
、
収
用
類
似
の
侵
害
を
収
用
行
為

ドイツにおける国の無過失責任論

と
比
較
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
侵
害
が
違
法
で
あ
る
と
確
定
さ
れ
れ
ば
、
ま
さ
し
く
、
侵
害
に
よ
っ
て
個
人
に
課

せ
ら
れ
た
犠
牲
が
法
律
上
の
一
般
的
な
犠
牲
の
範
囲
を
こ
え
て
お
り
、
従
っ
て
平
等
原
則
の
要
求
に
従
い
補
償
さ
れ
る
べ
き
特
別
の
犠

牲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
固
有
の
こ
と
と
し
て
確
定
せ
ら
れ
る
。
全
く
逆
に
、
侵
害
の
適
法
性
は
、
侵
害
が
相

手
方
か
ら
特
別
の
犠
牲
を
要
求
し
な
い
一
般
的
に
行
な
わ
れ
る
法
律
上
の
規
制
の
具
体
化
と
し
て
の
み
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も

な
り
得
る
の
で
あ
る
」
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こ
の
判
決
に
到
っ
て
、
違
法
な
侵
害
は
全
て

i
そ
れ
が
適
法
な
場
合
に
は
所
有
権
の
拘
束
で
し
か
な
く
、
従
っ
て
損
失
補
償
の
認
め
ら

れ
な
い
時
で
あ
っ
て
も
l
法
律
上
の
一
般
的
な
犠
牲
の
範
囲
を
こ
え
て
お
り
、
そ
れ
故
に
特
別
の
犠
牲
で
あ
る
か
ら
、
収
用
類
似
の
侵
害



説

と
し
て
損
失
補
償
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
見
解
が
は
じ
め
て
表
明
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

5命

「
特
別
の
犠
牲
」
概
念
の
理
解
の
仕
方
に
あ
る
。
伝
統
的
な
学
説
は
、
違
法
及
び
適
法

な
侵
害
に
お
い
て
一
般
的
な
犠
牲
と
特
別
の
犠
牲
と
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
違
法
な
侵
害
は
相

」
の
判
決
に
お
け
る
特
徴
点
の
一
つ
は
、
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手
方
に
常
に
特
別
の
犠
牲
を
課
す
る
も
の
で
あ
り
、
違
法
な
侵
害
の
場
合
に
お
け
る
一
般
的
な
犠
牲
と
特
別
の
犠
牲
の
聞
の
区
別
を
度
外

視
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
違
法
な
侵
害
は

1
1
i
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、

1

1
そ
れ
が
違
法
で
あ
る
が
放
に
特
別
な
犠
牲
と
な
る
。
従
っ
て

こ
こ
で
は
、
特
別
の
犠
牲
の
概
念
は
、
あ
る
場
合
に
は
「
一
般
的
な
負
担
を
こ
え
た
個
々
人
に
対
す
る
特
別
な
負
担
」
と
理
解
さ
れ
、
あ

る
場
合
に
は
「
違
法
な
侵
害
」
と
理
解
さ
れ
て
い
て
、
適
法
な
侵
害
と
違
法
な
侵
害
と
に
お
い
て
内
容
的
に
常
に
呉
な
る
「
二
重
の
特
別

の
犠
牲
」
概
念
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
1
)

連
邦
最
高
裁
判
所
が
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
の
表
現
を
用
い
た
の
は
、
伝
統
的
に
収
用
概
念
に
は
「
適
法
な
」
侵
害
と
い
う
要
件
が
付
着
し
て
い
る

た
め
に
、
違
法
な
加
害
の
場
合
に
「
収
用
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
「
た
め
ら
い
」
を
感
じ
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
と
、
基
本
法
一
四
条
三
項
一
、
二
段
が

「
収
用
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
の
み
許
さ
れ
、
補
償
の
種
類
と
程
度
を
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る
い
は
法
律
に
基
づ
い
て
の
み
行
な
わ
れ

る」

l
違
法
な
侵
害
の
場
合
に
は
決
し
て
満
た
し
え
な
い
要
件
|
と
定
め
て
、
基
本
法
一
四
条
三
項
(
三
、
四
段
は
別
と
し
て
)
を
、
か
か
る
場
合
に

直
接
適
用
し
え
な
い
こ
と
に
よ
る
。
た
だ
、
シ
ャ
ツ
ク
は
、
違
法
な
侵
害
は
、
結
果
に
お
い
て
収
用
と
同
じ
く
、
特
別
の
犠
牲
を
却
附
す
る
高
機
的
侵
主

で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
か
ら
、
両
者
に
は
法
的
同
質
性

(
2包
岳
山
門
仲
間
間
広
三
と
い
う
よ
り
も
、
法
的
類
似
性

(
m
R
E
S
E
-
-口
r
r
E
)
が
あ
る
に
す

ぎ
ず
、
そ
の
脅
媒
で
は
、
よ
り
厳
密
に
は
と

Z
E間
E
口出
muzznrqHWF口
聞
と
ち
の
哀
一
現
の
方
、
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る

(
ω
n
F
E
r
-
F
2
3円
1

2
間口戸口問
ω}
包

nro
何回口問ユ円円、、』
N
↓
回
目
(
〕

ω・町一
N

印)。

〈

2
)
本
決
定
は
、
山
田
準
次
郎
「
国
の
無
過
失
責
任
の
研
究
」
五
六

O
頁
以
下
に
全
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
決
定
に
つ
い
て
は
、
西
埜
・
前

掲
論
文
五
三
頁
以
下
、
沢
井
裕
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
補
償
序
説
」
(
法
学
論
集
一
一
一
巻
一
号
一
一
四
頁
以
下
〉
参
照
。

ハ
3
)

以
上
の
こ
と
は
決
定
中
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
は
決
定
の
中
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
4
)

∞の
E
N
?
N
U
C



(3) 

こ
れ
ら
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
後
述
二
二

O
頁
以
下
。

討の
N
一
品
D
U
M吋
白

ま
た
、
本
決
定
自
体
、
一
九
一
二
三
年
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
を
「
説
得
力
あ
る
説
明
」

2
Z
R
2四
g
p
〉
5
E
7
2戸
間
)
と
し
て
引
用
す
る
が
、

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
は
、
本
決
定
と
は
異
な
り
、
違
法
な
侵
害
が
か
適
法
な
場
合
に
は
4

一
般
的
な
犠
牲
と
な
る
の
か
特
別
の
犠
牲
と
な
る
の
か
を

問
題
に
し
て
い
な
い
し
、
逆
に
、
本
決
定
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
と
は
異
な
り
、
侵
害
に
よ
っ
て
国
家
が
利
益
を
得
た
か
ど
う
か
を
問
題
に
せ
ず
、

専
ら
、
相
手
方
の
犠
牲
状
態

(
O
R
L
三
品
作
〉
の
み
を
考
察
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
国
民
門
一
S
E
E
-
〉
ヨ
P
E
P
E悶

E
L
開口同
ω
町
一
回
庄
一
四
己
主

2
m
g
S
F
mロロコ何回間一
o
k
r
g
M
何
吉
岡
江
戸

ω
-
O吋
〉
コ
ヨ
・
呂
田

(
8
)

た
と
え
ば
、
出
E
r
F
〈
q
r・
ι
・
土
・
&
・
』
ロ
ヨ
窓
口
宮
間
2
・
邸
内
]
・
?
、
円
。
ニ

(νω
・
ミ

R
e
印N

戸
民
同
2
2
5
Pロ
p
p出
0
・
ω・
8
印
去
二
回
E
5
P

U
O
円
〉
E
-肖
5
7
2
h
開口同
R
E
ι
仲間ロロ四「
2
〉
え
c
又
0
2
5
m
E
仏
出
品
2
四ロロコ問・

ω・一印
O
R
な
お
、
本
決
定
の
評
釈
は
、
い
ず
れ
も
決
定
の
論
理

構
成
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
結
論
に
賛
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

F
Z
Z『?』
M
・一回目
N

戸
田
吋
ア

E
向。
=rA)百
戸

Z
』ぐ〈一甲山
Mω
・
ご
缶
、

zzr
去
り
-
N

志
向

ω-gu・
た
だ
、
ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
本
決
定
で
自
ら
定
立
し
た
収
用
類
似
の
侵
害
の
要
件
を
適
格
に

適
用
し
て
い
な
い
と
し
て
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
二
つ
の
い
ず
れ
の
事
案
に
お
い
て
も
、
賃
借
入
の
違
法
な

指
定
処
分
の
中
に
収
用
類
似
の
侵
害
を
み
て
お
り
、
は
じ
め
の
二
つ
の
事
案
で
は
蒙
っ
た
賃
貸
料
不
足
額
を
、
第
一
一
一
の
事
案
で
は
家
事
管
理
の
分
離
か

ら
生
じ
た
失
費
分
を
、
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
と
し
て
原
告
に
支
払
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
事
案
に
お
い
て

も
、
違
法
な
侵
筈
が
、
そ
れ
が
適
法
で
あ
る
場
合
に
は

lhHそ
れ
が
法
律
上
許
さ
れ
る
場
合
に
は
。

l
所
有
権
の
拘
束
と
な
る
の
か
収
用
と
な
る
の
か

の
問
題
を
最
高
裁
は
確
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
最
高
裁
は
、
所
有
権
の
拘
束
と
収
用
の
区
別
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
(
切
の
国
N

町、

M
g
l

NE)
の
後
、
む
し
ろ
、
支
払
能
力
と
支
払
意
思
の
あ
る
賃
借
入
の
適
法
な
指
定
処
分
が
収
用
で
は
な
く
て
所
有
権
の
拘
束
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い

る
公
釦

0
・
ω
-
M∞
山
)
。
こ
の
説
明
と
三
つ
の
事
案
に
お
け
る
損
失
補
償
の
容
認
と
い
う
結
論
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
の
要
件
を
基
礎
に
す
る
限
り
非

論
理
的
で
あ
り
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
不
明
確
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
〈
同
巳

ι
2
Z
5・
ω
ω
C
'
ω
・
5
ベコ)。

(
9
)

本
判
決
の
全
文
は
、
山
田
・
前
掲
書
五
八
四
頁
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
川
山

)
H
W
O
E
N
〕

1

・N
U

∞

(
日
)
切
の
甲
山
N

町、
N

吋O
(
N
U
O
C

も
こ
の
論
理
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
適
法
な
侵
害
の
場
合
に
基
本
法
一
四
条
三
項
に
よ
っ
て
相
当
な
補
償

が
為
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
違
法
な
侵
害
が
そ
の
他
の
点
で
収
用
と
同
じ
特
徴
を
示
し
、
そ
れ
故
に
実
際
の
効
果
に
お
い
て
収
用
と
同
視
さ
れ
る
時
に
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説

は
、
損
失
補
償
の
効
果
は
グ
ま
す
ま
す
。
無
過
失
・
違
法
の
侵
害
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
切
の
国
N

ア
N

田
町
の
場
合
と

は
意
味
は
異
な
る
。

(
ロ
)
た
と
え
ば
、
一
九
五
二
年
一
二
月
一
一
一
一
日
判
決
(
切
の
出
N
∞
・
自
己
、
一
九
五
三
年
四
月
九
日
判
決
(
切
の
Z
N
U
-
M
0
3
、
一
九
五
三
年
九
月
二
八
日
判

決
(
∞
の
国
N
二
い
お
)
、
一
九
五
四
年
四
月
一
一
一
日
判
決
(
∞
の
出
N

5
・
∞
∞
)
、
一
九
五
四
年
六
月
一

O
日
判
決
〈
Z
」
宅
一
山
包

ω・
5
m
N
Y
一
九
五
四

年
九
月
一
一
一

O
日
判
決

(
Z』
名

3
2
ω
・
一
∞
口
同
)
等
。

(
は
)
回
ω神宮門
B
E
D
-
0
2
ω
口}E岬
N
L
2
0
2ロ
L
5口
F
Z
Fロハ】
2
0己
2
2
E
M
S
c
q
x
z
m
r日
Z
F
5
u
C
5
0
Eロハ山崎
2
7同0・∞
ι
自

w
M
・
国
ω-rEロ
ι
・

ω・
∞
印
?
』
自
国
凶
巾
P
u
q
〉日目
V

円己口
y
m凶戸H
『肘口同
ω口}戸邸内出向広口問

σ広
〉
え
D
U
P
E口四

E
丘
町
W

ロ件。-四日
5mア

ω
・一
N
A
R
-

(
川
内
〉
戸
q
n
y
P
K
F
B
t
E
P
C口
四
戸
ロ
L
E
g
-四ロロ口問
ω
m
r
r
r
o岡
田
口
四
円
FhFTω

一田町一

ω-Mω
吋

ハ日
M
)

切
の
国
N

5
・
∞
∞
な
お
、
こ
の
決
定
の
全
文
も
山
田
・
前
掲
書
五
八
九
頁
以
下
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(

同

〉

回
R
U
E
N
G
-
E
¥
U印

(
げ
〉
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
一
項
「
公
務
員
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
、
第
三
者
に
対
し
て
負
担
し
て
い
る
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に

は
、
第
三
者
に
対
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
務
員
に
過
失
の
責
任
の
み
し
か
な
い
場
合
に
は
、
被
害
者

が
他
の
方
法
で
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
の
み
、
公
務
員
に
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
こ
の
規
定
の
後
段
の
「
他
の
方
法
に
よ

る
賠
償
請
求
の
可
能
性
」
〈
E
L
2
2
2
g
F
g
g
B諾
r
n
r
r
E〉
そ
れ
故
に
公
務
員
責
任
の
第
二
義
的
性
格

3crω
在
日
主
主
)
は
、
ド
イ
ツ
民
法
が

制
定
せ
ら
れ
た
一
八
九
六
年
当
時
に
は
、
公
務
員
の
個
人
的
な
直
接
的
責
任

S
2
5
Z与
え
E
口
問
〉
の
み
を
考
慮
に
入
れ
て
い
た
の
で
、
一
定
の
場

合
に
公
務
員
を
保
護
す
る
い
わ
ば
特
権
屯
月
〈
己
品
百
g
m
)
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
回
。
出
N

5
・g
(
5
0
)
は
、
国
家
に
責
任

を
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

l
一
九

O
九
年
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
し
、
一
九
一

O
年
ラ
イ
ヒ
に
対
し
行
な
わ
れ
た
|
こ
の
規
定
の
立
法
上
の
根
拠
は
失
な

わ
れ
た
と
み
て
い
る
。

(
同
)
切
の
E
N
G
L
c
-

ロ・

(
川
悶
〉
∞
の
一
出
N

5
・UN

(
却
)
目
。
出
N
G
b
o

(
引

μ
)

切
の
出
N
5
.
U
N

(
泣
)
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、
こ
の
決
定
に
い
う
「
犠
牲
状
態
」
の
観
念
が
不
明
確
の
み
な
ら
ず
、
適
法
な
侵
害
の
場
合
は
、

論
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相
手
方
は
こ
れ
に
服
従
せ
ぎ
る
を
得
ず
、
他
方
、
相
手
方
は
違
法
な
侵
害
を
uw
受
忍
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
も
の
で
は
な
く
結
果
除
去
請
求
権
を

生
ず
る
限
り
に
お
い
て
、
「
犠
牲
状
態
」
は
決
し
て
同
一
で
は
な
い
こ
と
、
適
法
な
侵
害
の
相
手
方
の
犠
牲
状
態
は
、
そ
の
程
度
(
〉
E
E島
〉
が
は

っ
き
り
し
て
い
る
が
、
違
法
な
侵
害
の
場
合
の
そ
れ
は
、
侵
害
行
為
の
除
去
を
求
め
る
請
求
権
を
行
使
し
た
か
ど
う
か
、
侵
害
行
為
が
実
際
除
去
さ
れ

た
か
ど
う
か
、
ど
の
程
度
除
去
さ
れ
た
か
、
に
決
定
的
に
依
存
す
る
こ
と
、
単
純
に
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
等
を
理
由
に
、
連
邦

最
高
裁
判
所
の
こ
の
論
理
を
批
判
し
て
い
る
(
江
町
一
ι
S
E
E
-
ω
由。・

ω-
一
。
一
戸
)
。

(刊
ω)

た
と
え
ば
、

HvrMR2・司
B
E
E
n
r
o
〉
E
E
r
E口問
2
m
g
mニ
-oz
吋
巳
-
S
L
2
H
N
2
7
r
=
-
a
oロ
ω口
E
p
w
ω
・
ω
一目『『・

(
M
)

旬。Z
N

一ω.uω

(
お
)
∞
の
出
N

5
・U
∞

(
お
)
ド
イ
ツ
民
法
上
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
は
、
被
害
者
が
損
害
お
よ
び
賠
償
義
務
者
'
M

予
知
り
得
た
時
よ
り
起
算
し

て
三
年
で
あ
る
(
ド
イ
ツ
民
法
八
五
二
条
〉
の
に
対
し
て
、
通
常
の
時
効
期
聞
は
三

O
年
で
あ
る
(
同
一
九
五
条
U

。

(幻〉阿ハロ鳴門}戸間
H

冨ロ
P
U
U
〉
寸
四
月
ロ
N
E
口問

L
q
開口件。回開口戸口問

E
d
L
L内
山
〉
C
F
1
2
Z口
問
〈
Oロ
ι
2
〉
E
g
r阻止
EM悶
吉

ι
2
河
町
円
}
民
間
同
》

R
n
r
z口問

L
g

F
E
g伺
2
n
F
U
r
o
r
-
Z』
宅
呂
田
町

ω
・
印
日

(
お
〉
回
の
出
N

5
・8
¥
U
U
の
超
旨
。
な
お
、
同
様
の
指
摘
は
、
剛
山
E
P
E
E
p
m
主)・

ω
・
匂
品
『
二

F
O
R
Z
w
印
。
。
・

ω-Mω
∞
に
み
ら
れ
る
。

(
刊
日
)
∞
の
Z
N
ω
M
W
M
一O¥M
一一

〈

m
ω
)

貝
U
Z
N
ω
M
W
M
一一
¥N芯

〈
引
〉
こ
の
判
決
の
立
場
は
、
そ
の
後
の
判
決
に
も
採
用
さ
れ
た
Q

た
と
え
ば
、
∞
の
国
N

「
豆
〉
予
↓

A
C
C
P
Z
F
E
は
、
違
法
な
建
築
禁
止
処
分
を
、

そ
れ
が
適
法
で
あ
れ
ば
所
有
権
の
拘
束
に
す
、
ぎ
な
い
場
合
に
も
収
用
類
似
の
侵
害
と
み
な
し
、
さ
ら
に
、
切
の
出
N
Z』
宅
一
回
目
ωwω

・
一
∞
一
日
(
一
回
一
白
)

は
、
違
法
な
侵
害
は
か
そ
れ
が
違
法
で
あ
る
が
故
に
す
で
に
原
告
に
特
別
の
犠
牲
を
課
す
る
d

と
述
べ
て
い
る
。
切
の
E
N
お
い
∞
も
同
旨
。

(
位
)
違
法
な
侵
害
が
一
般
的
な
犠
牲
で
あ
る
か
特
別
の
犠
牲
で
あ
る
か
を
ひ
き
出
す
た
め
に
、
前
述
∞
。
E
N
?
M
g
は
、
違
法
な
侵
害
が
適
法
な
場
合

に
は
収
用
に
あ
た
る
か
否
か
を
問
題
に
し
、
切
の
E
N
S
-
∞
∞
は
、
適
法
・
違
法
の
侵
害
の
場
合
に
相
手
方
の
犠
牲
状
態
が
一
同
一
で
あ
る
こ
と
を
問
題

に
し
て
い
た
が
、
本
判
決
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
ま
わ
り
く
ど
い
手
順
は
「
無
駄
な
試
み
」
(
民
巳
仏
g
E
F
ω
ω
O
'
伊
三
印
)
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

す
で
に
一
九
世
紀
の
後
半
、
オ
ッ
ト

1
・
7

イ
ャ
ー
は
、
特
別
の
犠
牲
を
「
個
人
の
不
平
等
か
つ
不
公
平
な
負
担
」
と
把
握
し
、
そ
の
具
体
的
な
内

北法26(2・125)219
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説

容
を

ω全
て
の
者
に
一
般
的
に
平
等
に
行
な
わ
れ
る
負
担
を
こ
え
た
、
他
人
と
比
較
し
て
庁
特
別
に
。
個
人
に
行
な
わ
れ
る
負
担
、

ω違
法
な
公
権
的

行
為
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
鍋
害
、
の
二
側
面
を
有
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た

(
0
3
0
ζ
ミ
F
U
2
g
n
r
g
〈
2
3
Z
5
m
m目。

za
∞L
・

?
一
〉
巴
『
}ω
・
ω
町
一
)
。
こ
の
0
・
マ
イ
ヤ
i
の
理
論
と
、
切
の
Z
N
お
い
O

∞
の
立
場
と
、
が
著
し
い
近
似
性
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易

で
あ
ろ
う
ハ
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
の
無
過
失
責
任
論
付
」
北
大
法
学
論
集
二
五
巻
一
口
三
一
一
良
、
二
一
頁
以
下
、
函
埜
・
前
掲
論
文
五
四
頁
参

照
)
。
当
時
学
説
・
判
例
上
支
持
さ
れ
る
に
到
ら
な
か
っ
た
0
・
マ
イ
ヤ
!
の
理
論
が
、
彼
の
死
後
四

O
数
年
を
経
て
最
高
裁
の
判
例
の
中
に
蘇
生
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

(
川
訓
)
ハ
イ
デ
ン
ハ
イ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
意
味
を
有
す
る
特
別
の
犠
牲
概
念
は
、
一
方
で
単
純
な
循
環
論
法
で
あ
り
、
他
方
で
、
特
別
の
犠
牲
概

念
を
専
断
的
に
無
意
味
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
批
判
し
て
い
る

(
Z
2門
-
g
r
E
P
白

山

0
・
ω
・三印『『目)。
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:f:A 
日岡

第
二
節

「
収
用
類
似
の
侵
害
」
の
内
容

第
一
款

要?

件

「
国
家
権
力
の
違
法
な
侵
害
行
為
は
、
も
し
も
そ
の
侵
害
行
為
が
法
律
上
許
さ
れ
る
場
合

連
邦
最
高
裁
判
所
の
初
期
の
判
例
に
、

に
は
、
そ
の
内
容
上
お
よ
び
効
果
上
収
用
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
場
合
:
・
:
収
用
と
同
様
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
判
例
上
、
収
用
類
似
の
侵
害
の
要
件
は
、
侵
害
行
為
の
「
違
法
性
」
の
点
を
除
け
ば
収
用
要
件
と
一
致
し
て
い

る
。
収
用
類
似
の
侵
害
の
概
念
が
、
本
来
そ
の
違
法
性
の
故
に
収
用
に
よ
っ
て
は
把
え
き
れ
な
い
侵
害
を
も
損
失
補
償
制
度
の
中
に
包
摂

し
よ
う
と
す
る
必
要
の
下
に
創
造
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
収
用
と
収
用
類
似
の
侵
害
の
聞
の
違
い
が
、
定
義
上
「
違
法
性
」
の

み
に
存
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
侵
害
行
為
の
違
法
性
の
要
件
を
除
き
、
収
用
類
似
の
侵
害
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、

般
的
に
「
財
産
的
価
値
あ
る
権
利
の
意
図
的
な
積
極
的
な
侵
害
で
あ
り
、
そ
れ
が
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
行
な
わ
れ
、
か
っ
そ
れ
に
よ
っ

〈

2
〉

て
特
別
の
犠
牲
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
」
と
い
う
収
用
要
件
が
満
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
基
本
，
法
一
四
条
三
項
の
収
用
規

定
に
闘
す
る
判
例
の
展
開
に
伴
な
い
、
収
用
な
い
し
収
用
類
似
の
侵
害
の
要
件
に
も
変
遷
の
跡
、
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
以
下



こ
の
要
件
を
個
別
的
に
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

二
「
財
産
的
価
値
あ
る
権
利
の
侵
害
」
連
邦
最
高
裁
判
所
は
基
本
法
一
四
条
の
意
味
に
お
け
る
「
財
産
権

-
K
E
m
g
E
B
)
の
概
念

青
最
初
か
ら
非
常
に
広
く
理
解
し
て
き
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
五
二
年
の
決
定
で
、
私
法
に
属
す
る
か
公
法
に
属
す
る
か
を
問

わ
ず
、
い
か
な
る
財
産
的
権
利
も
基
本
法
一
四
条
の
財
産
権
の
保
護
に
含
ま
れ
る
と
解
し
た
が
、
他
方
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
解

釈
を
明
確
に
拒
否
し
て
、
こ
の
保
護
を
特
に
公
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
法
的
地
位
に
拡
張
で
き
な
い
と
す
る
立
場
を
採
っ
て
い
ハ
幻
。
し

か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
間
も
な
く
態
度
を
改
め
、
基
本
法
一
四
条
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
財
産
権
者
の
法
的
地
位
に
近
い

公
法
上
の
法
的
地
位
で
あ
る
か
ど
う
か
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
法
的
地
位
が
、
基
本
法
の
法
治
国
家
の
形
態
か
ら
み
て
、
国
家
が
補
償
な

し
に
剥
奪
し
う
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
程
に
強
い
も
の
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
連
邦
最
高
裁
判
所
も

ドイツにおける国の飾品失責任論 (3) 

後
に
、
私
法
に
基
づ
く
か
公
法
に
基
づ
く
か
を
問
わ
ず
、
財
産
権
と
同
様
に
保
護
に
価
し
、
そ
の
必
要
が
あ
る
権
利
・
法
的
地
位
を
全
て

財
産
権
の
保
護
に
含
ま
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
両
裁
判
所
の
聞
に
は
そ
う
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
Q

ま
た
、
単
な
る
財
産
取
得
の
見
込
、
期
待
、
機
会
は
財
産
的
価
値
あ
る
権
利
と
は
い
え
な
い
(
肉
、
設
置
犬
、
れ
現
に
稼
働
し
て
い
る

営
業
が
、
憲
法
上
の
財
産
権
保
障
の
意
味
に
お
け
る
財
産
権
で
あ
る
こ
と
は
判
例
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。

「
意
図
的
な
侵
害
」

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
当
初
、
保
護
さ
れ
た
権
利
の
意
図
的
な
侵
害

Q
2
5
-
F
2
邑
2
∞s
r
r
2
E戸
l

、Q
U
i》

尚
昆
民
)
の
み
を
、
収
用
な
い
し
収
用
類
似
の
侵
害
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
立
場
に
固
執
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
こ
の
見

解
に
依
る
限
り
、
収
用
な
い
し
収
用
類
似
の
侵
害
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
侵
害
一
行
為
が
特
定
の
人
あ
る
い
は
物
に
対
し
て
意
図
的
に
向

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
他
の
者
に
向
け
ら
れ
た
公
権
的
行
為
に
よ
っ
て
間
接
的
に
(
す
な
わ
ち
偶
然
に
)
損
失
を
蒙
る
者

は
、
損
失
補
償
請
求
権
で
は
な
く
単
に
職
務
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

北法26(2・127)221

し
か
し
、
確
か
に
意
図
さ
れ
た
侵
害
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
相
手
方
に
と
っ
て
は
財
産
権
が
侵
害
さ
れ
、
補
償
を
要
す
る
「
犠
牲
状
態
」



説

(
〉
口
問
。
℃
同
巾
円
ロ
ロ
ぬ
出
目
白
ぬ
巾
)
が
存
す
る
場
合
に
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
は
い
か
に
も
不
合
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
連
邦

の
要
件
を
む
し
ろ
ん
γ

明
示
的
に
。
放
棄
し
、
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
一
九
六
二
年
三
月
一
五
日
の
判
決
は
、

タ
侵
害
。
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
公
権
的
措
置
が
収
用
法
の
意
味
に
お
け
る
財
産
権
に
対
し
て
、
タ
直
接
。
作
用
し
た
と
い
う
こ
と

で
足
り
る
:
・
:
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
判
決
以
降
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
か
か
る
観
点
か
ら
、
意
図
的
侵
害
の
要
件
に
も
は
や
固
執

し
て
は
い
な
い
。

「
収
用
法
上
の
意
味
に
お
け
る

北法26(2・128)222

最
高
裁
判
所
は
い
く
つ
か
の
判
例
で
、

呈"A.
a問

め
侵
害
が
意
図
さ
れ
た
も
の
で
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
要
件
を
、

「
意
図
さ
れ
た
侵
害
」
の
全
く
問
題
に
な
り
得
な
い
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
損
失
補
償
義
務
を
認

。
暗
黙
の
う
ち
に
。
無
視
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
判
例
は
こ

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、

「
収
用
類
似
の
侵
害
」
の
表
現
を
用
い
た
最
初
の
判
決
が
、
違
法
な
侵
害
行
為
を
対
象
に
し
て
い

た
が
た
め
に
、
財
産
権
に
対
す
る
違
法
な
侵
害
の
場
合
の
み
を
収
用
補
償
の
下
に
置
こ
う
と
し
た
と
の
印
象
を
受
け
や
す
い
が
、
適
法
な

行
政
作
用
の
結
果
、
望
ま
れ
な
い
効
果
が
生
じ
た
場
合

l
lイ
ム
ミ
ッ
シ
ョ
ン
等
の
よ
う
な
場
合
|
|
(
従
っ
て
そ
の
限
り
で
は
「
意
図

最
高
裁
判
所
の
初
期
の
判
例
は
、

さ
れ
な
い
侵
害
」
で
あ
る
が
〉
を
も
、
判
例
は
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
と
し
て
包
摂
さ
せ
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
連
邦

か
か
る
適
法
な
行
政
作
用
の
反
射
的
効
果
を
、

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
伝
統
的
に
行
な
わ
れ

て
き
た
よ
う
に
、
収
用
補
償
で
は
な
く
、
間
羽
田
口
玉
「
見
に
基
づ
く
犠
牲
補
償
を
認
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
に
判
例
は

こ
の
よ
う
な
場
合
を
こ
そ
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
と
い
う
べ
き
だ
と
正
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
学
説
に
よ
っ
て
は
、
判
例
の
趣
旨
に
従
い
、
収
用
を
適
法
な
意
図
的
な
侵
害
に
限
定
し
、
収
用
類
似
の
侵
害
と
し
て
、
違
法

な
意
図
的
な
侵
害
及
び
適
法
な
意
図
さ
れ
な
い
侵
害
を
挙
げ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
収
用
と
し
て
補
償
を
認
め
る
か
収

用
類
似
の
侵
害
と
し
て
補
償
を
認
め
る
か
は
、
結
局
用
語
上
の
問
題
で
し
か
な
い
と
す
る
批
判
の
声
も
み
ら
れ
る
G

四

「
積
極
的
な
侵
害
」

判
例
は
一
貫
し
て
「
不
作
為
に
よ
る
収
用
」
の
形
態
を
認
め
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
、
行
政
庁
が
公
義
務
の



履
行
を
怠
り
、
あ
る
い
は
あ
る
処
分
を
維
持
し
た
り
変
更
を
拒
絶
す
る
に
止
ま
る
場
合
は
侵
害
で
は
な
は
r

し
か
し
、
積
極
的
な
行
為
で

あ
れ
ば
、
裁
判
所
の
判
決
を
別
と
し
て
、
法
定
立
行
為
(
た
と
え
ば
公
共
団
体
に
よ
る
建
築
計
画
の
樹
立
)
、
行
政
行
為
、
執
行
権
力
の

事
実
行
為
〈
た
と
え
ば
、
道
路
・
河
川
の
工
事
、
破
壊
工
事
、
装
甲
車
の
運
転
等
)
の
別
を
問
わ
な
い
。

五
「
公
共
の
福
祉
の
た
め
の
侵
害
」
侵
害
が
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
特
別
な
公
の
利
益
に
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
公
用
収
用
は
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
の
み
許
さ
れ
る
」
と
定
め
る
基
本
法
一
四
条
三
項
一
段
の
趣
旨
よ
り
導

か
れ
る
。
し
か
し
、
法
治
国
家
に
あ
っ
て
は
、
違
法
な
侵
害
が
公
共
の
利
益
に
役
立
つ
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
九
o

そ
の

た
め
に
、
判
例
は
、
侵
害
が
公
共
の
福
祉
に
よ
っ
て
「
動
機
づ
け
ら
れ
た
」
こ
と
で
足
り
る
と
し
て
、
こ
の
要
件
を
緩
和
す
る
傾
向
に
あ

る
。
従
っ
て
、
広
義
の
執
行
行
為
ハ
破
産
手
続
、
差
押
手
続
等
)
の
よ
う
に
、
公
権
的
処
分
に
よ
っ
て
単
に
私
法
上
の
請
求
権
が
追
求
せ

ら
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

(3) 

侵
害
に
よ
っ
て
直
接
も
た
ら
さ
れ
る
財
産
権
の
制
限
が
、
相
手
方
に
対
し
て
「
特
別
の
犠
牲
」
と
な
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
別
の
犠
牲
と
は
、
特
定
の
個
人
あ
る
い
は
一
定
の
人
的
範
囲
に
、
他
の
者
と
比
較
し
て
不
平
等
に
行
な
わ
れ
、

そ
れ
故
に
他
の
者
に
は
要
求
さ
れ
な
い
一
般
的
な
犠
牲
の
範
囲
を
越
え
た
特
別
の
負
担
と
定
義
さ
れ
、
そ
れ
故
に
単
に
財
産
権
の
社
会
的

ム

/¥  

「
特
別
の
犠
牲
」

ドイツにおける国の無過失責任論

義
務
を
具
体
化
す
る
侵
害
は
収
用
な
い
し
収
用
類
似
の
侵
害
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
特
別
の
犠
牲
が
存
す
る
か
否
か
の
審
査
は
、
請

求
権
が
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
収
用
要
件
が
満
足
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
場
合
、
及
び
侵
害
の
適
法
性
、
違
法
性
の
判
断
が
留
保

さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
確
定
し
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
違
法
な
侵
害
は
全
て

1
1そ

北法26(2・129)223

れ
が
適
法
な
場
合
に
は
収
用
と
は
認
め
ら
れ
ず
単
な
る
財
産
権
の
社
会
的
拘
束
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
も

l
l平
等
原
則
の
要
求
に
従
っ
て

補
償
さ
る
べ
き
特
別
の
犠
牲
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
侵
害
の
違
法
性
が
確
定
さ
れ
れ
ば
こ
の
要
求
は
満
足
さ
れ
る
こ
と
に
、
な

る。



説

(
1〉
図
。
白
N

?

N吋
C
(
N
U
N
)

(
2
)
従
っ
て
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
収
用
の
要
件
が
違
法
に
形
成
せ
ら
れ
、
補
償
義
務
あ
る
適
法
な
収
用
が
存
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
収
用
類
似
の
侵
害

が
存
す
る
の
か
が
疑
問
に
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
侵
害
行
為
の
法
律
適
合
性
の
問
題
は
、
往
々
判
例
上
未
確
定
の
ま
ま
に
お
か
れ
て
き
た
。
け
だ
し
、

結
局
損
失
補
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
聞
の
巴
N
m
w
M
吋∞

(

4

)

回
〈
2
m
O
何
一
-
M
吋∞

UM-ω
∞∞

(
5
)
切〈ぬ町内の同
W

A

・
2
0
二
町
・
二
一
二
∞
い
ミ

h
2・N
吋印

ハ
6
〉
〈
め
門
的
閉
山
一
∞
宝
・
g
b
N
山
間

{
U
E
4
5
同
ロ
一
∞
匂

Z
円・一町一

(
7
)

∞
の
出
口
孟
吋
ム
司
印
自
訓
∞
ω由

((U)
∞
の
∞
一
切
の
E
N
ω
N
-
N
O
∞

(
8
)

現
に
稼
働
し
て
い
る
営
業
行
為
が
財
産
権
と
し
て
保
護
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
下
で
も
争
わ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
っ
た
が
、
ラ
イ
ヒ

裁
判
所
が
そ
の
存
立

a
g
g
E
)
に
つ
い
て
の
み
保
護
を
与
え
て
き
た
(
同
N
O
N
-
M
U
-
-
A
∞
二
ω
戸
一
∞
印
)
の
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
当
初
競

合
法
、
営
業
保
護
法
の
領
域
で
、
後
に
不
法
行
為
の
領
域
で
判
例
上
形
成
せ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
営
業
に
対
す
る
直
接
的
侵
害
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
る
全
て
の
営
業
活
動
の
制
限
か
ら
の
保
護
を
、
財
産
権
保
障
の
領
域
に
転
用
し
た
(
切
の
国
N

お・

5
コ
。
な
お
、
営
業
に
対
す
る
侵
害
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
同
ハ
『
即
日
♂
∞
の
悶
ユ
ロ
ロ
ロ
内
山
の
E
ロ
ι司
自
主
命
ヨ
内

L
Z
H
N
2広
告
B
n
F口
出
回
色
。
由
回
己
ロ
L
S
m
2
R
r
t
r
o
p
N巴
叶
巴
町
内
ロ
丹
ロ
ヨ
ω岡
山
岡

d
z
t
p
ロ
〈
出
}

一一山田中

ω・-印吋・一印∞・

(
9ゾ
た
と
え
ば
、
一
九
五
三
年
一
二
月
一
一
二
日
の
判
決
(
回
O
Z
N
お
い
ω
印
¥
な
口
〉
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
収
用
あ
る
い
は
収
用
類
似

の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
の
要
件
は
、
常
に
、
財
産
権
|
広
義
に
理
解
さ
れ
た

l
が
、
公
権
的
処
分
に
よ
っ
て
直
接
的
に
侵
害
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
収
用
あ
る
い
は
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
を
有
す
る
の
は
、
そ
の
財
産
権
に
対
し
て
行
政
的
行

為
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
行
政
が
特
別
の
犠
牲
の
要
求
さ
れ
る
相
手
方
と
し
て
限
中
に
お
い
て
い
る
者
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
人
に
対
し
て
向

け
ら
れ
た
行
政
行
為
に
よ
り
間
接
的
に
損
失
を
蒙
っ
た
と
す
る
者
は
そ
れ
を
有
し
な
い
:
:
:
」
最
近
公
刊
さ
れ
た
西
埜
章
著
「
公
法
上
の
危
険
責
任

論

l
公
法
上
の
補
償
体
系
に
占
め
る
危
険
責
任
の
地
位

l
」
一
三
七
頁
以
下
に
は
、
危
険
責
任
の
概
念
と
し
て
「
侵
害
行
為
の
欠
如
」
が
挙
げ
ら
れ
、

判
例
の
傾
向
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
「
意
識
的
・
意
図
的
侵
害
行
為
を
固
執
し
て
い
る
判
決
」
と
し
て
、
切
の
出
N

一
ド
児
二
出
国
N
M
ω

い
出
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
(
向
来
日
一
三
九
、
一
四

O
頁
参
照
)
。
な
お
、
同
国
日
の
判
決
と
し
て
は
、

Z』
司
〈

-ug-ω
・白
N

品
目
切
の
Z
N
2
・7

北法26(2・130)224

論



(3) 

(
印
)
こ
の
点
は
学
説
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
で
も
あ
る
。
西
倦
・
前
掲
書
一
三
四
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
ラ
イ
ス
ミ
ユ
ラ
l
は
、
∞
の
巳
N
2
・
一
の
判
決

評
釈
で
、
「
財
産
権
に
対
す
る
公
権
的
侵
害
の
遠
隔
作
用
が
全
て
潜
在
的
に
収
用
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
収
用
の
要
件
は
そ
れ
に
よ
っ
て
限
り
な
く
広

い
も
の
と
な
り
、
財
産
権
の
憲
法
上
の
保
護
が
全
く
経
済
的
に
可
能
な
範
囲
を
越
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
甘
受
し
た
く
な
い
と
思
え
ば
、
通
常
の

場
合
u
v
直
接
的
な
侵
害
。
の
要
件
は
肯
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
判
決
の
立
場
を
肯
定
し
て
い
る
(
同
E
a
E戸
戸

F
』
N
s
g
-

ω・
一
M
M
〉
。
こ
の
目
的
性

(Fω-E同
)
の
要
件
は
、
技
術
的
な
意
味
で
の
収
用
に
と
っ
て
は
、
基
本
法
一
四
条
三
項
二
段
に
定
め
る
い
わ
ゆ
る
』
E
r
t
ヨi

E白
5
乙
(
収
用
は
損
失
補
償
の
基
準
に
つ
い
て
の
定
め
を
も
っ
訟
律
に
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
)
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
(
穴
E
口
7
2
5口
Z
』
毛
呂
田
町

ω・
日

11m)
。

(
什
)
切
の
Z
N
一
N
b
N
¥
印
プ
M
ω
い
ω
印
¥
M品
O
h
Z
』
〈
〈
一
u
g
w
ω
・
由
主

(
ロ
)
こ
の
際
に
犠
牲
補
償
は
認
め
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
要
件
を
、
健
康
・
生
命
と
い
っ
た
非
財
産
的
権
利
の
侵
害
の
場

合
に
限
定
し
た
か
ら
財
産
的
権
利
の
侵
害
に
つ
い
て
は
補
償
の
途
は
な
い
(
∞
の
出
。
。
〈
一
白
目
印
ω
M
O
ω
)
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
上
は
こ
の

場
合
に
犠
牲
補
償
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

'
f
Z円
F
0
2
E
F「
〉
三
毛
『
2
5伺
Z
E
Y
2
7
ロ
m
r
g
L
2
何回

ME四
ロ
ロ
口
容
2
?

ω
円
『
邸
内
比
四
口
口
問
〈
2
r
-
2
r
g
L。同
N
E
B
-
』N

一
白
山
町
∞
・
ム
N吋

(日
)
H
W
O
Z
N
M
∞
・
ω
-
c
h
ω
0
・
忠
一
円
、
g
Z吋

-
X
N
Z
〉
ユ
・
玉
の
の

E
L
「
宮
Z
円
・
↓
田
〉
「
円
玉
の
わ

(
M
門
)
∞
の
白
N
ω
〕
ア
ム
ム

(
日

M)

ロG
〈
一
国
宝
ω
s
o
u
-
)
α
〈

5
8
・
ω
-
M
g
u
図
。
出
N
h
f
∞
込
町
山
口
〈
豆
一
迫
田
∞
・
ω
M
-
M
二
L
』
〈
〈
一
回
吋
一
-
ω
目
。
吋
・
な
お
、
西
壁
・
前
掲
書
一
四

一
頁
以
下
に
、
「
意
識
的
・
意
欲
的
侵
害
行
為
に
言
及
し
な
い
か
あ
る
い
は
そ
れ
を
補
償
請
求
権
の
前
提
要
件
と
し
な
い
も
の
」
と
し
て
、
切
の
白
N
ω
ア

ム
ム
ニ
)
O
ぐ
一
回
目
印
w
ω
N
O
ω
一
Z
』
宅
-
u
コ
・
∞
-
m
O
寸
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
山
山
〉
交
通
規
制
の
た
め
に
道
路
柵
が
設
置
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
公
共
利
用
の
制
限
が
問
題
と
な
っ
た
切
の
同
N

∞
い
誌
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
散
布

し
た
殺
虫
剤
に
よ
り
養
蜂
家
の
蜂
に
損
害
が
生
じ
た
事
案
に
つ
き
損
失
補
償
を
認
め
た
∞
の
Z
N
お
い
m
m

に
お
い
て
は
、
従
来
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の

立
場
を
踏
襲
し
て
犠
牲
補
償
請
求
権
(
〉
広
岳
町
内
g
a
g
g吉
見
ゲ
)
を
認
め
て
い
る
。

(
行
)
旅
館
の
前
に
あ
る
道
路
上
に
販
売
小
屋
を
一
時
的
に
た
て
る
た
め
の
許
可
処
分
に
よ
っ
て
旅
館
が
損
害
を
蒙
っ
た
事
案
に
つ
き
、
切
の
E
N
N
ω
・
一
勾

は
、
犠
牲
補
償
請
求
権
で
は
な
く
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
切
の
Z
N
M
∞
い
一
O
L
0
・
区
一

(
同
)
パ
グ
ナ
l
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
を
、
一
、
違
法
な
使
令
、
a
、
違
法
な
意
図
的
な
侵
害
、

b
、
過
失
あ
る
侵
害
、
二
、
違
法
な
行
為
が
基
礎
に
は
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説

な
い
作
用
、

a
、
適
法
な
作
用
の
意
図
さ
れ
な
い
結
果
、

b
、
事
故
の
場
合
(
危
険
責
任
の
可
能
な
場
合
)
に
分
類
す
る

(
4
5間口
R
U
3
〉
ず
四
月
ロ
l

包
括
〈
O
口
開
口
E
mロ
ロ
ロ
間
口
E

S

Z
仲間口戸口問出回
-2n耳
目
何
百
四
円
E
W
Z』
4〈一回目吋唱

ω-Nωω
コ
。
し
か
し
、
他
方
基
本
法
一
四
条
三
項
二
段
の
』
E
T
F
H
M
l

E
E
m
m
-
の
関
係
で
、
こ
の
説
の
こ
の
よ
う
な
場
合
を
む
し
ろ
〉
え
0
1
m
Eロ
目
の
下
に
含
め
る
考
え
方
も
あ
る

(
F
E
n
F
同
石
印
?
ω
・
お
ω
ロ・山

名

0
5・
〈
m

f
抑

m
o
-〈
〉

ハ
悶
〉
同
町
内

p
k戸ロゲ同》町内
E
口
同
ロ
ロ
L

開口丹市町四ロロロ同

ω
-
S

(
泊
)
∞
の
出
N
一日い同一

ωNWMO
∞
ケ
ス
ラ
l
は
、
「
法
律
上
規
定
さ
れ
た
予
防
接
種
が
、
被
接
種
者
の
損
害
と
な
っ
た
場
合
に
は
補
償
が
支
払
わ
れ
、
他

方
、
規
定
さ
れ
た
予
防
接
種
が
無
過
失
・
違
法
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
予
防
接
種
を
受
け
な
か
っ
た
者
が
相
当
重
い
損
害
を
蒙
っ
た
場
合
に

は
損
失
補
償
の
可
能
性
が
な
い
と
い
う
の
は
理
解
し
が
た
い
」
と
し
て
、
判
例
の
趣
旨
を
批
判
す
る
(
択
の
包
3
0
2
開口仲立山口
g
m
ω
m
z
n
Z
回口
l

m
ユ
R
E
L
Z
河
内
口
正
名
月
口
7
5
m
仏
宮
田
口
邑
2
m
E
n
r
t
r
o
p
岨ロ
H
C
N

石田吋・

ω
ω
手
〉
が
、
結
局
立
法
に
よ
る
以
外
解
決
の
途
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

(

引

)

回

O
Z
N
印

0

・
王
公
旬
。

(
泣
〉
切
の
出
N
M
ω
L
印吋山一山アムム

(
お
)
切
の
出
N
m
w
M
吋O
(
N
U
4〉
二
ω
(∞∞
}
(
U
N『
)
ニ
タ
ω
回目

(ω
∞∞)

(
別
)
切
の
一
回
N
ω
0
・-
N
ω
u
ω
N
h
g
o
-
O
)
引
お
い
さ
(
N
3
)
乙
4
』〈〈

-
u
g
w
ω
・
5
∞印

(
お
〉
∞
の
国
N
?
M
g
他
の
不
断
の
判
例

(
お
)
前
述
(
一
二
四
頁
)
一
九
六

O
年
四
月
二
五
日
の
判
決
(
切
の
国
N
ω
M
・
8
8
の
趣
旨
及
び
貝
U
Z
N
合・
5

T

Z
』
宅
一
回
目
ω
・
ω
・一∞一日一

Z
』〈〈

一也市山少

ω-
一由。∞
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